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入札公告 

 

 

一般競争入札を次のとおり実施します。 

 

令和 4 年 10 月 3 日 

社会福祉法人永春会 

理事長 吉岡 俊一 

 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 建 築 主 

社会福祉法人永春会 理事長 吉岡俊一 

(2) 工 事 名(入札の名称) 

栄町西障害者就労支援施設新築工事 

(3) 工事を施工する場所 

地名地番 千葉県松戸市栄町西三丁目 990 番 1 

(4) 工事期限 

令和 4年 12月 2日から令和 5年 5月 31日まで(予定) ※外構工事のみ 6月に実施可 

(5) 工事の概要 

①  建物用途     障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所 

(既存の同事業所において、新たに別棟としてパン売り場を含むパン工房の 

施設を新築して運営) 

②  敷地面積     494.22 ㎡ 

③  規模及び構造   木造軸組工法、平屋 

建築面積 約 194 ㎡ 延床面積 約 181 ㎡ 

④ 工事内容     建築工事、電気設備工事、機械設備工事、給排水衛生工事、空調 

換気設備工事、外構工事 

(6) 予定価格 

有(非公表) 

(7) 入札方式 

一般競争入札 

 

２ 入札参加者に必要な資格等に関する事項 

本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。 

(2) 千葉県、あるいは東京都、埼玉県内に本店又は建設業法に基づく許可を得た営業所が

ある者。 

(3) 令和 4・5 年度千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿における建築一式工事の格

付けがＢ等級以上である者。 

(4) 不渡手形の発行等により金融機関からの取引を停止されていないこと。 

及び、経営不振の状態(会社更生法第 17 条第 1 項に基づき更生手続開始の申立てを

した時、民事再生法第 21 条第 1 項に基づき再生手続開始の申立てをした時、手形又

は小切手が不渡りとなった時等)にないこと。 

(5) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者で、監理技術者資格者証を有

する者を本工事に配置できる者。 

(6) 過去 10 年間（本入札公告の前年度までの 10 か年度間に当該年度の入札公告の日ま 

でを加えた期間（平成 24 年 4 月 1 日～令和 4 年 10 月 3 日））に、延べ面積 150 ㎡以

上で構造が木造の住宅以外である建築物の新築一式工事を施工した実績(元請けに限
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る)がある者。 

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと 

して、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな 

いこと。 

(8) 次の届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

ア 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務 

イ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務 

ウ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務 

(9) 共同企業体での参加でないこと。 

 

３ 入札手続等 

（1） 入札参加資格確認申請の受付期間 

令和 4 年 10 月 3 日から令和 4 年 10 月 14 日まで。 

（2） 提出書類 

①入札参加希望票、②質問票 など 

    上記書類の様式は、下記 4 問い合わせ先の E メールアドレス宛請求すること。 

（3） 提出方法 

下記の 4 問い合わせ先へ郵送(宅配便等可)のこと。※令和 4 年 10 月 14 日必着 

（4） 入札参加資格の確認結果 

入札参加資格が有ると認めた者には、入札参加資格確認結果通知と併せて、設計図

書等の資料を令和 4 年 10 月 20 日に送付する。 

（5） 工事費内訳書の提出等 

本工事の入札参加を希望する者は、入札当日に入札書に対応する入札金額の内訳を 

記載した工事費内訳書(任意様式)を持参しなければならない。 

（6） 入札及び開札日 

令和 4 年 11 月 15 日 

（ただし、入札日までに確認済証が取得できない場合は、入札日を延期します。） 

 

４ 問い合わせ先 

〒271-0061 千葉県松戸市栄町西 3-1036-3 

社会福祉法人永春会 法人本部  担当／大石  

電話番号：047-711-5222    E メールアドレス：kaihatsu-m.honbu@eishunkai.or.jp 

     

  ※お問い合わせは、原則 E メールにてお願いします。 

  

 

 

 

 


